
  

 

    

 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の新規追加／変更 

輸出入畜産物における添付ファイル機能の改善・拡張。 

① 添付ファイルの容量を１申請あたり１０ＭＢまで可能とし、最大添付件数は１０件まで可能とする。 

（機能概要②に該当） 

現在、動物検疫関連業務（輸出入畜産物）においては、最大添付件数５件、１ファイルあたり１Ｍｂ

ｙｔｅまで添付することが可能となっており、申告業務でファイルを添付する申告添付登録（ＭＳＸ）

と差異が発生している。 

そこで、申告添付登録（ＭＳＸ）と同等のファイルが添付できるよう１申請あたりの添付ファイルの

容量及び最大添付件数を変更する。 

 

 現在 変更後 

輸出入畜産物 

輸出入動物 

輸出入犬等 

輸出入畜産物 

 

輸出入動物 

輸出入犬等 

（現行から変更なし） 

最大添付可能ファイル数 ５ファイル＊１ １０ファイル＊２ ２ファイル 

１ファイルあたりの最大

添付可能ファイルサイズ 
１Ｍｂｙｔｅ ― １Ｍｂｙｔｅ 

１業務あたりの最大添付

可能ファイルサイズ 
５Ｍｂｙｔｅ １０Ｍｂｙｔｅ ５Ｍｂｙｔｅ 

添付ファイル名使用可能

文字 

ＥＤＩ仕様書に準

拠 
ＥＤＩ仕様書に準拠 ＥＤＩ仕様書に準拠 

添付ファイル名（ｂｙｔ

ｅ長）（拡張子を含む） 
３５ｂｙｔｅ ３５ｂｙｔｅ ３５ｂｙｔｅ 

添付可能なファイルの拡

張子 

ＥＤＩ仕様書に準

拠 
ＥＤＩ仕様書に準拠 ＥＤＩ仕様書に準拠 

（＊１）業務毎に上限値が異なり、最大２～５ファイルを登録可能 

（＊２）業務毎に上限値が異なり、最大１～１０ファイルを登録可能 

 

② 通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ０２）は、輸入畜産物の場合は申請状態

が書類審査済みとなるまで、輸出畜産物の場合は申請状態が受理済みとなるまで可能とし、それ以降の

差し替えについては、変更承認を必要とする。（機能概要①に該当） 

 現在、動物検疫所が添付ファイルの内容を確認するタイミングである書類審査（輸入畜産物の場合）

または受理（輸出畜産物の場合）以降も通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ

０２）が実施可能のため、許可なく差し替えが可能となっている。また、一度添付ファイルの内容を確

認した後に、添付ファイルの差し替えがあった場合、判断できる項目がないため見逃してしまう可能性

がある。 

 そこで、通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ０２）は、輸入畜産物の場合

は申請状態が書類審査済みとなるまで、輸出畜産物の場合は申請状態が受理済みとなるまで可能とし、

それ以降の差し替えについては、変更承認を必要とするよう見直す。 
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＜動物検疫関連業務＞ 
輸出入畜産物における添付ファイル機能の改善・拡張 

機
能
概
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＜変更前仕様＞ 

① 通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ０２）は、輸入畜産物検査申請結果登録

（ＬＬＥ）または輸出畜産物検査申請結果登録（ＬＭＥ）が完了するまで実施することができる。 

② １申請あたりの最大添付件数は５件で、１件の添付ファイルの容量は１ファイル１ＭＢまで可能である。 

＜変更後仕様＞ 

① 通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ０２）は、輸入畜産物の場合は申請状態

が書類審査済みとなるまで、輸出畜産物の場合は申請状態が受理済みとなるまで可能とし、それ以降の

差し替えについては、変更承認を必要とする。 

② 申請者の添付ファイル機能を改善する。（容量を１申請あたり１０ＭＢまで可能とし、最大添付件数は

１０件まで可能とする。） 



 

   

 

 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・「通関系関連省庁添付登録（動物検疫所、植物防疫所）（ＭＳＦ０２）」業務 

 

３. 特記事項 

（１） 個別項目 

特になし。 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

２０２１年０９月１９日（日）保守時間帯（利用者様が端末資材ダウンロード後に反映されます。） 

 


